
株式会社オー・ティー・ビーでは、輸送の安全を確保する為に以下の通り、全社員一丸となって輸送の
安全に取り組みます。

１．輸送の安全に関する基本的な方針

　　当社は、「輸送の安全の確保」に関する基本的な方針として「安全方針」を定め、その実践により
社長以下、全社員が一丸となって安全・快適な輸送サービスの提供に努めています。また、輸送の安全
に関する情報を積極的に公表します。
さらにＰＤＣＡサイクルを回し更なる輸送の安全を目指して行きます。

２．輸送の安全に関する重点施策
平成２８年度の輸送の安全に関する重点施策は、以下の通りとする。

（1） 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められ
　　　た事項を遵守いたします。
（2） 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めます。
（3） 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置または予防措置を講じます。
（4） 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達共有します。
（5） 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、的確に実施します。
（6） 輸送の安全に関する運行を行う為、早めの部品交換を行い車両を整備します。

３．輸送の安全に関する目標（平成２８年度）平成２８年１０月１日～平成２9年９月３０日

人身事故　　　　　　　　　　　　　　　　　０　　件 (平成27年度　00　件)
物損事故　　　　　対前年度対比　３０％削減 (平成27年度　20　件) *前年度より34%改善

車両事故　　　　　対前年度対比　５０％削減 (平成27年度　37　件) *飛石による車両事故も含む

４．輸送の安全に関する計画

（1） 教育計画　年間計画を作成し、２ヶ月に一度の指導項目について、すべての乗務員に対して
　　　　安全教育を実施します。又、内容に関しても乗務員が理解しやすい計画を作成します。

（2） 設備投資　車両については、全車両ドライブレコーダー、デジタルタコグラフを搭載しております。
　　　　　新規購入車両に関しましては、上記の他、衝突防止ブレーキ軽減装置等の安全に対する
　　　　　オプションを全て搭載致します。新型のドライブレコーダーへの入替終了（投資額１５００万円）。
　　　　　又、経年劣化による部品交換を基準より前倒しで行います。

（3） 安全運動　輸送の安全運動を下記の通り年４回実施し、輸送の安全性向上に努めます。
①　春の全国交通安全運動（４月初旬）
②　夏季輸送安全総点検（７月）
③　秋の全国交通安全運動（９月下旬）
④　年末・年始自動車輸送安全総点検運動（年末・年始）

（4） 立会い指導　職員によるバス停・ＳＡ等での立会い指導や添乗指導を定期的に実施致します。

（5） タイヤチェーンの脱着訓練を、年１回実施します。

６．輸送の安全に関する組織体制および指揮命令系統
　　　　　輸送の安全に関する組織体制および命令系統を定めます。

７．安全管理規程
　　　　　当社「安全管理規程」は別紙のとおりです。

安全統括管理者　代表取締役　山下　泰司

平成２8年度　輸送の安全に関する取り組み

安　全　方　針　

輸送の安全は、我社の根幹



安全方針 （1） 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守いたします。
（2） 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めます。
（3） 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置または予防措置を講じます。
（4） 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達共有します。
（5） 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、的確に実施します。
(６） 輸送の安全に関する運行を行う為、早めの部品交換を行い車両を整備します。

安全目標 人身事故　　　　　　　　　　　　　　　　　０　　件(平成27年度　00　件)
物損事故　　　　　対前年度対比　３０％削減(平成27年度　20　件)　＊前年度３４％削減
車両事故　　　　　対前年度対比　５０％削減(平成27年度　37　件)　＊飛石による車両事故を含

項目

平成２８年度　運輸安全マネジメント実施計画表

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ
改善に向けて

安全管理

車両の点検・清掃チェック
運輸課長・関西

営業所所長
毎月

担当責任者は、日常点検の状況及び車内外の清掃状況の チェックシートの提出
営業所内掲示

チェックを行い安全衛生面の指導を行う

具体的な実施内容 担当責任者 実施時期 実施内容 評価チェック方法

映像を解析し教育資料
とする強化月間は1人1枚以上の提出を義務づける

エコドライブの推進
運輸課長・関西

営業所所長
毎月

デジタコの分析データをもとに教育を行う エコドライブの実績・評価
営業所内掲示

ヒヤリ・ハット提出運動
運輸課長・関西

営業所所長
3月・８月

運行終了時提出してもらい管理する ヒヤリハットメモの提出

6月
月次教育でＫＹＴに関する取り組みを義務付ける 個人別傾向のチェック

個人面談、指導
入社3年を経過した者に教習所等での研修を行う 外部委託

安全教育 別紙
運輸課長・関西

営業所所長

危険予知訓練（ＫＹＴ）
運輸課長・関西

営業所所長

定例会議 安全ミーティングの実施 安全統括管理者 ３月・９月
安全統括管理者は、運輸安全マネジメントの進捗状況
報告と是正処置・予防処置のあたる

健康管理 年２回健康診断受診
運輸課長・関西

営業所所長
年２回（６カ月毎）

労働安全衛生規則の定期健康診断検査項目に加え
35歳以上の運転士には内視鏡検査も含め受診をさせる。

表彰 年２回表彰
運輸課長・関西

営業所所長
年２回 安全・規律に寄与した乗務員に対して表彰を行う。

全体会議 安全運行協議会の実施 安全統括管理者 ６月・１２月
管理の受委託契約会社(運行会社)と共に安全向上を検討する

表彰・営業所内掲示

運輸部会議及び営業
会議にて通達

別　紙

受託会社訪問監査
街頭指導、添乗指導

運行結果及び多面評化制度

健康状況の把握 個別指導

個人面談
産業医の所見及び面
談指導、経過観察

運輸部職員によるチェック



【本社】 【関西】

　：指揮命令系統

　：報告連絡体制

指導運転士 指導運転士

運転士 運転士

整備管理者 整備管理者

運行管理補助者 運行管理補助者

整備管理補助者 整備管理補助者

安全管理体制組織図

取締役社長

運輸課長 関西営業所長

運行管理者 運行管理者



異常事態・災害等緊急時の連絡体制図

　：指揮命令系統 （緊急連絡先名簿省略）

　：報告連絡体制

所轄警察署 異常事態・災害等

所轄消防署 事故発生現場

（乗務員・外部からの通報）

取締役社長

運輸課長

委託先関係会社 担当課長/営業所長 運輸支局


